
北海道コンベンション誘致推進協議会規約 

 

（目 的） 

第１条 本協議会は、「国際ミーティング・エキスポ」への出展等により、国内外の学

術団体・企業等のコンベンション主催者に、北海道の良質なコンベンション環境を紹

介し、本道へのコンベンション誘致の推進に資することを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条 この協議会は「北海道コンベンション誘致推進協議会」（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、第 1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）北海道のコンベンション都市のＰＲ 

（２）コンベンション主催者からの情報収集 

（３）その他協議会の目的達成に必要な事業 

 

（構 成） 

第４条 協議会は、第１条の目的に賛同する別表の機関及び団体をもって構成する。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 １名 

（３）理 事 ２名 

（４）監 事 ２名 

 

（役員の選任方法及び任期） 

第６条 役員は、協議会において選任する。 

２ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務 

  を行わなければならない。 

４ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とす

る。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときはその職務を代行する。 

３ 理事は会議に参加し、意見を述べる。 

４ 監事は、協議会の会計を監査する。 



（会 議） 

第８条 会議は会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて実務者会議を開催することができる。   

                   

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、公益財団法人札幌国際プラザ内に置く。          

２ 事務局職員は、会長が委嘱する。 

 

（財 務） 

第 10 条 事業の実施及び協議会の運営に必要な経費は、構成団体の負担金及びその他

の収入をもってあてる。 

２ 負担金の額等については、別途定める。 

３ この協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（規約の改正） 

第 11 条 この規約の改正は、協議会の決議による。 

 

（雑 則） 

第 12 条 事業の実施及び協議会の運営についての取扱い、事務処理等については、会

長が別に定める。 

 

 付 則 この規約は、平成２０年７月１７日から施行する。 

  付 則  この規約は、平成２１年５月２０日から施行する。 

  付 則  この規約は、平成２３年４月２５日から施行する。 

 

 

（別表） 協議会の構成団体 

公益財団法人札幌国際プラザ 

旭川コンベンションビューロー 

函館市／社団法人函館国際観光コンベンション協会 

釧路市／社団法人釧路観光協会 

コンベンションシティ北見推進協議会 

北 海 道 


